
小牧市都市緑化推進事業補助金交付要綱 

平成２２年４月１日 

２１小都第１８４４号 

 （通則） 

第１条 小牧市都市緑化推進事業補助金（以下「補助金」という。）の交付

については、市補助金等の予算執行に関する規則（昭和３４年小牧市規

則第３号。以下「規則」という。）の定めによるほか、この要綱の定める

ところによる。 

 （交付の目的） 

第２条 補助金は、愛知県が行うあいち森と緑づくり都市緑化推進事業に

基づく市民や事業者が行う優良な緑化事業に要する経費の一部を補助す

ることにより、民有地の緑化を推進することを目的とする。 

 （補助事業） 

第３条  補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、 

市内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落にある敷地及び建築

物（国、地方公共団体、特殊法人又はこれらに準ずる団体が所有し、か

つ、管理するものを除く。以下「敷地等」という。）において実施する別

表第１の左欄に定める緑化事業で、別表第２に定める選択要件のいずれ

かを満たし、かつ、同表に定める必須要件を満たしているものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助事業としない。 

(1) 緑化工法、緑化資材等の営業を目的とした緑化事業 

(2) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことのある敷地等に

おける緑化事業 

(3) 本市以外の団体等から補助金等の交付を受ける緑化事業及び市税を

滞納している者が行う緑化事業 

(4) 小牧市暴力団排除条例（平成２４年小牧市条例第１６号。以下「条

例」という。）第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）である者が行う緑化事業 

(5) 条例第２条第１号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有

する者が行う緑化事業 

３ 補助事業は、補助金の交付の決定の日以後に着手するものでなければ

ならない。 

 （補助対象経費及び補助金の額） 



第４条  補助事業に要する経費のうち補助金の交付の対象となる経費（以 

下「補助対象経費」という。）は、別表第１の中欄に定める額とする。 

２ 市は、予算の範囲内において、別表第１の右欄に定める額の補助金を

補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）に交付する。 

３ 補助対象経費には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。） 

 を含まないものとする。ただし、補助事業者が次の各号のいずれかであ

る場合は、消費税等を含めるものとする。 

 (1) 個人事業者でない個人 

 (2) 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）における納税義務者となら

ない事業者 

 (3) 消費税を納める義務を免除された事業者 

 (4) 消費税の簡易課税制度の適用を受ける届出をしている事業者 

 (5) 消費税法別表第３に掲げる法人 

 (6) 消費税の課税事業者のうち、課税売上割合が低い等の理由により消

費税仕入控除税額確定後の返還を選択する事業者 

 （交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

補助事業に着手する１４日前までに小牧市緑化推進事業補助金交付申請

書（様式第１）に次に掲げる書類２部ずつを添えて、市長に提出しなけ

ればならない。ただし、第７号の書類にあっては申請者が次項ただし書

きに該当する場合に、第８号の書類にあっては申請者が第３項に該当す

る場合に限り、提出するものとする。 

(1) 事業計画書（様式第２） 

(2) 事業費内訳明細書（様式第３） 

(3) 事業費を証明する書類（見積書等） 

(4) 事業場所の位置図 

(5) 事業に係る図面（計画平面図、緑化工法のわかる図面（断面図等）） 

(6) 現況写真(補助金の交付の対象となる緑化工事の未着手が分かる写 

真) 

(7) 管理者が管理義務を負う取決書 

(8) 事業実施敷地等所有者の承諾書 

(9) 維持管理に関する誓約書（様式第４） 

(10) その他市長が必要と認める書類 



２ 補助事業により設置される緑化施設（植栽、花壇その他の緑化のため

の施設及びこれらに付随して設けられる園路、土留その他の施設をいう。

以下同じ。）の管理者（以下「管理者」という。）と申請者は、同一でな

ければならない。ただし、管理者と申請者が異なる場合において、管理

者と申請者の間で、管理義務を管理者が負う旨の取決めがなされている

ときは、管理者と申請者は同一とみなすものとする。 

３ 申請者は、当該申請者と補助事業により設置される緑化施設の存する

敷地等の所有者とが異なる場合は、当該敷地等の所有者の承諾を得た上

で申請しなければならない。 

 （補助金の交付の決定の通知） 

第６条  規則第７条の規定による補助金の交付の決定の通知は、小牧市緑 

化推進事業補助金交付決定通知書（様式第５。以下「決定通知書」とい

う。）による。 

 （申請の取下げ） 

第７条 規則第８条第１項に規定する申請の取下げをしようとする者は、

決定通知書を受け取った日から起算して１５日以内にその旨を記載した

書面を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に定める期間内に申請の取下げがなかった場合は、申請者には、

補助事業を行う義務が発生するものとする。 

 （計画変更等） 

第８条 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の

内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき

は、速やかに小牧市緑化推進補助事業変更（中止・廃止）承認申請書（様

式第６）に事業の変更内容がわかる書類２部を添えて、市長に提出し、

その承認を受けなければならない。 

２ 規則第５条から第７条までの規定及び前条の規定は、前項の申請があ

った場合に準用する。この場合において、規則第７条中「補助金等交付

決定通知書（様式第２）」とあるのは、「小牧市緑化推進事業補助金変更

交付決定通知書」と読み替えるものとする。 

３ 前項後段の規定により読み替えて適用する小牧市緑化推進事業補助金

交付決定通知書は、様式第７によるものとする。 

４ 変更後の補助金の交付決定額は、変更前の補助金の交付決定額を超え

ない額とする。 



 （実績報告書） 

第９条 規則第１２条の規定による実績報告は、補助事業が完了した日か

ら起算して３０日以内又は補助金の交付の決定を受けた年度の３月１５

日のいずれか早い日までに小牧市緑化推進補助事業実績報告書（様式第

８）に次に掲げる書類２部を添えて行うものとする。 

(1) 事業報告書（様式第９） 

(2) 事業に係る図面（事業実施後の平面図及び緑化工法のわかる図面 

（断面図等）） 

(3) 写真（着手前及び完了後） 

(4) 事業費用支払い領収書の写し又はそれに類するもの 

(5) その他市長が必要と認める書類 

 （額の確定の通知） 

第１０条 規則第１３条に規定する額の確定の通知は、小牧市緑化推進事

業補助金確定通知書（様式第１０。以下「確定通知書」という。）による。 

 （補助金の交付） 

第１１条 補助事業者は、確定通知書を受け取った日から起算して２０日

以内に小牧市緑化推進事業補助金請求書（様式第１１）を市長に提出す

るものとする。ただし、最終請求日は、翌年度の４月３０日とする。 

２ 補助金は、請求書を受け取った日から起算して３０日以内に交付する

ものとする。 

 （表示板の設置） 

第１２条 補助金の交付を受けた補助事業者は、「あいち森と緑づくり税」

を活用した交付事業により緑化事業を実施した旨の表示板（様式第１２）

を事業施行箇所に設置しなければならない。 

 （樹木等の管理） 

第１３条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業が完了した後に

おいても維持管理上やむを得ない場合を除き、善良な管理者の注意をも

って現状を維持し、樹木等の健全な育成及び管理に努めなければならな

い。 

 （状況報告） 

第１４条 補助金の交付を受けた補助事業者は、市長が前条の目的を達成

するために必要と認めるときは、速やかに小牧市緑化推進事業補助対象

緑化施設状況報告書（様式第１３）に次に掲げる書類を添えて、市長に



提出しなければならない。 

(1) 事業場所の位置図 

(2) 事業に係る図面（計画平面図及び緑化工法のわかる図面（断面図等）） 

(3) 状況写真 

 （交付の決定の取消等） 

第１５条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付の決定を取り消し、補助事業者に小牧市緑化推進事業補助

金交付決定取消通知書（様式第１４）により通知するとともに、交付し

た補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金の交付決定の条件に反する行為があったとき。 

(3) 補助事業により設置された緑化施設を破壊し、若しくは除却し、又

は緑化施設以外の用途に転用したとき。 

（財産の処分の制限） 

第１６条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を、補助金の交付

の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しよ

うとするときは、市長の承認を得なければならない。ただし、減価償却

資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定め

る期間又はそれに準ずるものと市長が認める期間を経過している場合は、

この限りでない。 

２ 補助事業者が、前項の規定により承認を得て財産を処分したことによ

り収入があったときは、市長は交付した補助金の全部又は一部に相当す

る金額を返還させることができる。 

 （雑則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現に改正前の小牧市都市緑化推進事業補助金交

付要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の小牧市都市緑

化推進事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用するこ

とができる。 



   附 則 

 この要綱は、平成３０年１月５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則 

 １ この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

 ２ この要綱の施行の際現に改正前の小牧市都市緑化推進事業補助金交

付要綱の規定に基づいて作成されている用紙（小牧市都市緑化推進事業

補助金交付要綱様式第１０を除く。）は、改正後の小牧市都市緑化推進

事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することがで

きる。 

 



別表第１（第３条、第４条関係） 

緑化事業区分 補助対象経費 補助金の額 
 
屋上緑化 

壁面緑化 

空地緑化 

駐車場緑化 

生垣設置 

（ 屋 上 緑 化 、 壁

面 緑 化 、 空 地 緑

化 及 び 駐 車 場 緑

化 に つ い て は 、

緑 化 対 象 面 積 の

合 計 が ５ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 上 で

あ る こ と 。 生 垣

設 置 に つ い て

は 、 延 長 １ ５ メ

ー ト ル 以 上 で あ

ること。）  

 
屋 上 緑 化 、 壁 面 緑

化 、 空 地 緑 化 及 び 駐

車 場 緑 化 の 工 事 費 の

う ち 植 栽 、 植 栽 基 盤

(土壌、軽 量土、土壌

改 良 材 及 び 防 根 層 を

含 む 。）、 灌 水 施 設 に

係 る 費 用 並 び に 生 垣

設 置 に 係 る 工 事 費 並

び に 表 示 板 の 設 置 に

係る工事費。ただし、

植 栽 に つ い て は 、 植

栽 し た 個 体 の 生 育 期

間 の 見 込 み が ２ 年 程

度 も の 及 び 土 地 、 建

物 に 定 着 し て い な い

移 動 可 能 な も の を 除

く。  

 
１  補助金の額は、補助対象経費の２分の１の

額（１ ,０００円未満の端数金額は、切り捨て

る）とする。ただし、各緑化事業区分における

最高限度額は５００万 円又は次に掲げる額の

いずれか低い額とする。 

 (1) 屋上緑化及び壁面緑化 

緑化対象面積 に１平方メートル当たり３万

円を乗じて得た額 

 (2) 駐車場緑化 

緑化対象面積 に１平方メートル当たり２万

円を乗じて得た額 

 (3) 空地緑化 

  緑化対象面積に１ 平方メートル当たり１万

５千円を乗じて得た額 

 (4) 生垣設置 

延長に１メー トル当たり５千円を乗じて得

た額 

２  １の規定により算出した補助金の額が１０

万円未満の場合は、補助金は交付しない。 

 

備考  緑化対象面積の算出方法は、都市緑地法施行規則（昭和４９年建設省令第１号） 

第９条第１号並びに第２号イ及びロの緑化施設の面積の算出方法を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第２（第３条関係） 

選択要件 １  公開性があること。  

２  緑化重点地区内であること。  

３  中高木による植栽の面 積が緑化面積の２５ パーセント以

上であること。  

４  緑化面積が１０００平方メートル以上であること。  

５  屋上緑化及び壁面緑化 の緑化対象面積の合 計が緑化対象

面積全体の３０パーセント以上であること。  

必 須 要 件 （ 生 け 垣

設 置 の 場 合 に 限

る。） 

１  植 栽 の 延 長 が す べ て 公 道 又 は 隣 地 境 界 に 面 し て い る こ

と。 

２  樹木の植栽が１メートルにつき２本以上であること。 

３  樹木の高さが外部から 眺望して９０センチ メートル以上

であること。 

 備考  １  この表において 、「公開性があること」とは、一般に開 放されていること、管理者

等の了承のもと必要に応じて見 ることができること、 又は誰でも眺望できること

等をいう。  

    ２  この表において 、「緑化 重点地区」とは、小牧市緑の基本計画に定められている小

牧山周辺地区、味岡地区及び小 牧南地区のことをいう 。  

    ３  工場立地法（昭和３４年法律第２４号）に基づく 緑化率の規制がある場合は、定

められた緑化率を２パーセント 以上上回ること。  


